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甲府市農業委員会６月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和元年６月２８日（金曜日）午後２時２０分から午後３時１０分 

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝    5番 落合 洋子 

6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫  9番 菊島  建 

 10番 關野  登  11番 森  信二  12番 花形 満寛  13番 末木 瑞夫 

14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁  16番 小林 雅宗   17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

1番 植田  泰   2番 山本 光信  3番 平澤 友良   4番 望月 典雄 

5番 埴原 久徳   6番 栁澤  榮   7番 萩原 靖彦  8番 萩原  斉 

9番 越石 和昭   10番 市村 秀俊  11番 向山 章夫 12番 齊藤 藤雄 

13番 佐々木  茂隆 14番 渡邉 初男  15番 塚田 泰英  16番 佐野 勝紀 

18番 深田 喜徳   19番 小澤   博 

 

４．欠席委員（1名） 

【農業委員】 

4番 米山 夫佐子 

  【最適化推進委員】 

17番 米山 伸一  

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

    係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 牧野 公治 

       技 師 井上 健洋 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
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議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 令和元年 7月告示分農用地利用集積計画について 

議案第５号 令和元年７月告示分農地中間管理権に係る農用地利用集積計画に 

ついて 

議案第６号 農用地利用配分計画（案）について 

議案第７号 納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第８号 令和２年度山梨県農業行政施策に関する意見書について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 耕作土搬入届出について 

報告第６号 農地法第４条の規程による届出後の計画変更について 

報告第７号 農地法第５条の規程による届出後の計画変更について 

報告第８号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 2時 20 分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和元年 6月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員が定数 19 名中 18 名の出席により過半数を超えております

ので、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 6 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 
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   それでは最初に、6 月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 11 番の

森信二委員と、12番の花形滿寛委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第 1 号は農地法第 3

条の規定による許可申請についてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 1 件ございまして、第 3 条の資格要件を全て充

たしております。 

議案書 1 ページの 1 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受

人については、議案書記載のとおりです。大坪橋から○○ｍほど○○に位置する農地

で、東面・南面・西面は農地、北面は用水路となっています。譲受人は○○○○○○

○を行っているが、新たな農地購入を検討していたところ、申請地が立地条件に適し

ていることから、取得し○○○○○○○したいとのことです。譲受人の現在の経営面

積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○を行う計画です。

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員から補足説明をお願いしたいと

思います。1番の案件は中道北地区です。土屋三千雄委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   この案件は、譲受人の方は現在○○をやっております。場所は北側に笛吹川、南側

に境川があり、○○○です。本人は、○○○○○○○○計画で、○○○○として○○

○○○○を植えています。その一区画を全部自分の土地にしたいそうです。本人もや

る気満々ですので、よろしくご理解のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員からの説明がありました。それでは質疑に入り

ます。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特に意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 1号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成の挙手をいただいたので、議案第 1 号については決定し、許可書の交付

をして参ります。 

   つぎに、議案第 2 号は農地法第 4 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 
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○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 5 件でございます。議案書 2 ページの 1 番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記

載のとおりです。下鍛冶屋町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西

面は宅地、南面は道路、北面は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断

しました。申請人は、平成○○年頃より、申請者が○○○○○として転用していたこ

とから、今回始末書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。下鍛冶屋町交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面は農地、南面・北面は宅地となっていま

す。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、昭和○○年頃より、申請者

の○が○○○○として転用していたことから、今回始末書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 3番、地図は 3ページの 4条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。将林橋から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・西面・北面は宅地、南面は道路となっています。農地区

分は、第 2 種農地と判断しました。申請地は立地条件及び利便性に適しており、需要

が見込まれることから、○○○○に転用したいとのことです。転用後は、○○○○○

○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 3ページの 4番、地図は 4ページの 4条№4をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。二川橋から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・西面は農地・北面は道路となってい

ます。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、○○から農地を相続した

が、遠方の市に住んでいたことと申請地の高低差により○○○○○であったが、農業

経営基盤強化促進法により申請地を使用貸借することとなったため、耕作土搬入を行

い、高低差を解消したいとのことです。なお、一時転用期間は 8 月 1 日から 2 か月間

となり、転用後は○○○○○○○を栽培する予定です。 

続きまして、議案書 5番、地図は 5ページの 4条№5をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。二川橋から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・南面・西面は農地・北面は道路となっています。農地区

分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、○○○○○○○○○しているが、自身

が所有している他の農地から離れており、また、申請地の高低差により○○○○○で

あったが、農地基盤強化法により申請地を使用貸借することとなったため、耕作土搬

入を行い、高低差を解消したいとのことです。なお、一時転用期間は 8 月 1 日から 2

か月間となり、転用後は○○○○○○○○○○する予定です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番、2番の案件は山城地区ですので、關野委員よりお願いします。 
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○山城地区委員（關野委員） 

   地図を見ていただきますと、事務局から説明のありましたが、1番の案件は平成○○

年、2番の案件は昭和○○年ということですが、申請人の○○○○の代のことです。当

時農地転用の申請をして、許可をいただいて、地目変更しなかったことが考えられま

す。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番の案件は同じく山城地区の、萩原委員よりお

願いします。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   3 番の案件は、事務局の説明どおりです。3 番の地図を見ていただきたいのですが、

甲府バイパスの増坪交差点から東へ約○○ｍ入った○○の土地です。農地は、今回の

案件の○○にはあるのですが、○○は宅地化されています。今回の計画地のすぐ東隣

には、本人が 2 年ほど前に○○○○○○○○経緯があります。○○についても北側の

水路に落とすということで、特に問題はないと思います。よろしくご審議の程お願い

します。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 4番、5番の案件は大里地区ですので、菊島委員よ

りお願いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   この場所は耕作放棄地になっていて何も作れない状況でした。たまたま、その続き

に新設の農道ができるということで、道路ができたら土を搬入して畑にするというこ

とで申請がありました。確かに現在の状況ですと使えませんが土を入れると使えると

思います。しかし、元々砂地で乾くところですから、30cm 土を入れただけでは畑には

ならず、最低でも 50cm入れないと作物は作れないと思います。その旨は事務局にも話

しておきましたが、畑になって作物が作れればいいと思っています。他に問題はあり

ません。事務局の説明通りです。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり地元委員から補足説明が終わりました。これ

より質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたら挙手をお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 2号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、決定させていただきます。議案第 2 号のう

ち、1 番、2 番の案件については許可書の交付をしてまいります。それ以外の案件は、
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1,000㎡以上ですので、県農業会議へ許可相当ということで諮問をして参ります。 

   つぎに、議案第 3 号は農地法第 5 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5条許可申請は、所有権移転が 9件、賃貸借が 2件、使用貸借 1件、計 12件

となります。議案書 4ページの 1番、地図は 6ページの 5条№1をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。諏訪神

社から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地、南面は道路、西面・北面は

農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人は、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○したいとのことです。 

続きまして、議案書 2番、地図は 7ページの 5条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。第一蛭沢橋から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面は農地及び宅地・南面は宅地、北面は農

地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が

見込まれるため、○○○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は、○○○

○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 5ページの 3番、地図 8ページの 5条№3をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。環境セ

ンター西交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面は道路、西面は農

地・北面は宅地及び農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。

譲受人は、○○○○○○○○○○する土地を探していたところ、申請地は立地条件及

び利便性に適しており、需要が見込まれることから、申請地を取得し○○○○に転用

したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 4番、地図は 9ページの 5条№4をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。日の出団地東交差

点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路・南面は宅地、西面・北面は農

地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人は○○○○○○

○○○○○○○○しており、賃借していた○○○○を所有者に返却することとなり、

新たな○○○○を探していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していること

から、○○○○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 5 番、地図は 10 ページの 5 条№5 をご覧ください。申請地の所

在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。小瀬新橋から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面・北面は宅地、南面は道路となってい

ます。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は隣接地に居住しているが、
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申請地を昭和時代に○○として転用許可を得た上で転用していたが、地目の変更を行

わずに許可書を紛失してしまったため、再度申請し許可を取り直す必要があり、申請

地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し○○として始末書添付により、

転用し持分割合も移転したいとのことです。 

続きまして、議案書 6ページの 6番から 7ページの 11番まで、地図は 11ページの 5

条№6 から 5 条№11 をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲受人・譲渡人に

ついては、議案書記載のとおりです。境川橋東詰交差点から○○ｍほど○○に位置す

る農地で、東面は雑種地、南面は宅地、西面は農地、北面は境内地となっています。

農地区分は、第 1 種農地ですが、不許可の例外と判断しました。譲受人は○○○○○

○○○○○○○○○○○しているが、現在○○○○○○○○○○が不足しており、土

地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、取得し

○○○として転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 8 ページの 12番、地図は 12ぺージの 5条№12をご覧ください。

申請地の所在・地目・面積・借人・貸人については、議案書記載のとおりです。中道

金沢区コミュニティセンターから○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、南

面は道路、西面は原野、北面は境内地となっています。農地区分は、第 1 種農地です

が不許可の例外で申請に係る土地周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判

断しました。借人は貸人の○○にあたり、現在の○○○○○になったため、申請地を

使用貸借し○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○

する予定です。以上でございます。  

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は千代田地区ですので、末木委員よりお願いします。 

○千代田地区委員（末木委員） 

   先ほど、事務局から説明がありましたが、6ページの地図を見ていただくと分かると

思いますが、ここへ○○○○○○○○○第 2 期工事も終了して、この隣接地に○○○

○○○○○○○○ということで、申請が上がってきました。何ら問題はないと考えて

おりますので、よろしくご審議のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番、5 番の案件は山城地区で私が担当ですので、

補足説明させていただきます。 

2番の案件については事務局の説明通り○○○○ということですが、周辺の農地はわ

ずかで、ほとんど住宅に囲まれており、○○についても○○○○○○○ということで、

農業に対して最小限の影響ではないかという判断です。よろしくご審議のほどお願い

します。5番の案件については相続が絡んでおりまして、譲受人、譲渡人の○○○○が

何十年も前に○○○○○○○○ということですが、手続きを怠っており、最後には○

○○○が譲り受けるという案件です。周りには農地もなく農業にも影響がないという

ことです。以上補足説明でございます。 
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つぎに、3番、4番の案件を山城地区の關野委員からお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   3番の案件については、○○○○○○○○○○○○○○○するということです。○○

○○○○○○○○○○による処理ということで、特に心配したのは、農業用水が流れ

ているのですが、農業用水の中でも排水路の方へ排出するということで代理人から説

明を受けましたし、農地調査の時にも確認を取りました。問題はないと考えています。

4 番については、昨年 11 月に農振の除外案件のひとつとして審議したものです。申請

どおりの内容ということで止むを得ないと思います。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 6 番から 11 番の大型案件は中道北地区ですので、

土屋三千雄委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   6 番から 11 番の案件ですが、地図を見てください。ゼブラの書いてある部分に来年

3月に○○○○○○ができる予定です。ここは、表門神社の近くで遺跡が出る可能性が

あります。7月から調査をするそうです。以上です。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 12番の案件は中道南地区ですので、長田委員より

お願いします。 

○中道南地区委員（長田委員） 

   12 番の案件ですが、この地域は高齢化が進んでおります。最近は、他所から人が来

るというより、自分の子どもに分家という形で農地を貸したり、贈与したりしていま

す。今回も分家ということで、○○○を呼び戻すということで出てきた案件です。地

域ではこういった若い方々が来てくれると言う事は、嬉しいことですので、ご審議の

ほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり地元委員から補足説明が終わりましたので、

これより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別意見も無いようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 3号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この議案 3 号の案件については決定させて

いただきます。このうち 5 番、12 番の案件については 1,000 ㎡未満になりますので、

許可書の交付をして参ります。それ以外の案件については 1,000 ㎡以上になりますの

で、許可相当ということで県の農業会議に諮問して参ります。 
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   つぎに、報告第 1号から第 7号について、事務局より報告をお願いします。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 9 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、4条、5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、い

ずれの案件も許可相当との答申を受けました。10ページからは令和元年 5月 16日から

令和元年 6月 10日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出

を掲載しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきまし

ては、議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決によ

り交付済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ただいま、事務局から報告第 1 号から 7 号の説明がありましたが、報告事項ですの

で、ご了承をお願いいたします。 

つぎに、議案第 4号は令和元年 7月告示分農用地利用集積計画について事務局より 

説明してください。また、関連がありますので報告第 8号も併せてお願いします。 

 

○事務局（井上技師） 

それでは説明に入ります。農地銀行を利用する案件は、新規設定 5 件、再設定 10件、

計 15件の申し出がありました。議案書 22 ページから表は新規設定です。甲運・二川・

山城・中道南地区からの申し出があり、合計面積は 10,316㎡です。中段の表は平成 31

年度の目標面積 115,900㎡に対し、設定面積は 67,030㎡、達成率は 58％です。続いて

23 ページの表は、再設定です。相川・二川・山城・中道北・中道南地区からの申し出

があり、合計面積は 22,605 ㎡です。中段の表は平成 31 年度の目標面積 290,000 ㎡に

対し、設定面積は 130,687㎡、達成率は 45％です。 

24 ページ 1 番から 25 ページ 5 番までは新規設定。25 ページ 6 番から 28 ページ

13 番までは再設定。29 ページの 14 番、15 番は再設定の更新となっています。補足

説明が必要となる、新規就農者の案件を読み上げさせていただきます。その他につき

ましては、記載のとおりとなっています。 

それでは、25 ページをご覧ください。4 番、新規就農者の案件を説明します。借り

手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおり

となっております。借り手は、年齢○○歳で、平成○○年○月から平成○○年○月

まで○○○○○○○○○9 ヶ月間の○○○○○○○○を受講しました。平成○○年○

月から平成○○○年○月まで 11 ヶ月間、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○を学びました。自宅から近く、まとまった○○○○○であるこ

とから就農場所に希望しています。営農に関しましては、生産者組合への出荷を予

定しています。ゆくゆくは農協への販売も行っていく予定です。以上、全ての案件

の借り手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日数を超えてお

り、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用しております。これらを踏まえ、
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甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合していることから、

農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借り手の要件を満たしております。 

 引き続き、農用地利用集積計画、解約の報告です。議案書 38ページをご覧ください。

今月は 2 件の解約となります。解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとな

っております。解約の届けが提出されましたので報告いたします。以上です。 

○議長（西名会長） 

   事務局からひととおり、説明が終りました。ここで、地元委員の説明の必要な案件

があります。所有権移転や新規就農者及び、法人などが関係する案件若しくは特殊な

案件について、原則、説明をいただくことになっております。 

それでは利用権設定の 4 番の１番の案件について、山城地区、萩原委員から補足説

明をお願いします。 

○山城地区委員（萩原委員） 

事務局から説明のあったとおりです。特に補足説明はありません。 

○議長（西名会長） 

特別補足説明はないということです。この方は、同じ貸し手の方から既に借りてい

て、新たに農地を借りるということです。 

それでは、この案件について皆様からご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特別意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 4号について、賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、議案第 4号は決定させていただきます。 

なお、報告第 8号については、報告事項ですのでご了承いただきたいと思います。 

つぎに、議案第 5 号と議案第 6 号の案件について審議いたします。事務局より一括

して説明してください。 

 

○事務局（井上技師） 

続いて、中間管理機構を利用する案件について説明させていただきます。議案書は

30 ページから 35 ページになります。 

農地中間管理事業については、貸し手から中間管理機構が借り受けた農地を、担い

手にまとまりある形で利用できるよう配慮して貸し付けます。貸借期間の満了後は、

農地銀行と同様に農地所有者に確実に返還されます。貸借を継続することも可能です。

必要に応じて、農地の利用条件を改善します。 

議案第 5 号で貸し手から中間管理機構への利用集積計画、議案第 6 号で中間管理機

構から担い手への利用配分計画に分かれていますが、関連がありますので、一括して
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説明させていただきます。議案書 30ページをご覧ください。記載のとおり中道南地区

より 5 件の貸し手から農地中間管理機構への集積計画の申し出がありました。議案書

31 ページ１番から 33ページ 5番の借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、

貸借期間については、記載のとおりとなっております。 

続いて、議案書 34ページをご覧ください。中間管理機構に集積された農地が議案書

第 6 号農用地利用配分計画（案）に記載のとおり、借り手の 1 件の農事組合法人へ配

分される予定です。借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間に

ついては、記載のとおりとなっております。借り手の○○○○○○につきましては、

平成○○年○○月○○日に設立し、○○○○○○○○○○○○などを事業としており

ます。経営農地は、○○○○○○○○○㎡を有し、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○しております。構成員は○名です。中間管理機構を活用する経過としまし

ては、○○○○○○○○が農業収入確保と遊休農地再生、地域景観保全を目的に農地

利用集積計画の作成について市の農業委員会に相談をもちかけたことがきっかけにな

りました。今回の総会で農用地利用集積計画が採択された後に、中間管理機構による

借受整備事業を活用して耕作放棄地を解消する整備を行なう予定です。以上です。 

○議長（西名会長） 

   事務局からひととおり、説明が終りました。この案件について中道南地区ですので、 

柿嶋職務代理から補足説明をお願いします。 

○中道南地区委員（柿嶋職務代理） 

事務局から説明があったとおり、農地を相続した方○名と、それ以外の方々は○○

○○○○○○○○○○○ことにより困っていた遊休農地や耕作放棄地をどうにかした

いということで、長期にわたり貸し付けることができる中間管理機構を利用すること

になりました。借り手は昨年○月に○○○○として立ち上げた○○○○○○○で、総

会でも何回かお話したことがあります。○○○○○○を下っていくと七覚川の右岸の

○○○にある農地は、○○○が植えてあったのですが、今は耕作放棄地になっていて、

長い丈の草が生えています。○○○○○の遊休農地や耕作放棄地を長期間にわたり借

りていただけることはありがたいのですが、リタイアしてから○○を立ち上げた○人

が 20年もの間、元気に耕作できるのか心配です。途中で、耕作ができなくならないよ

う地域みんなで見守りながら、次の世代へバトンを繋げたいと思います。 

○議長（西名会長） 

地元委員から補足説明がありました。 

それでは、この案件について皆様からご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 5号と議案第 6号の案件について、賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 
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○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この案件は決定させていただきます。 

つづきまして、議案第 7 号、納税猶予に関する適格者証明願について審議いたしま

す。事務局より説明してください。 

 

○事務局（斉藤係長） 

議案第 7号、納税猶予に関する適格者証明願いについて説明します。 

議案書の 36 ページをご覧ください。農地の所在、地目、面積及び申請者、相続人、

被相続人については、議案書記載のとおりです。農業者であった被相続人より平成○

○年○月○○日に、相続人が議案書にある農地を相続しました。申請人は相続した農

地について引き続き耕作をしていくということで、6月 7日に相続税の納税猶予に関す

る適格者証明願いを提出してきたところです。このため、6 月 13 日に地元農業委員の

菊島委員と申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。申請地は申請者の自宅に

隣接しており、水稲栽培をおこなっております。また、申請人は農業機械を有し、以

前から被相続人とともに農業を行っており、今後も耕作を継続していくとのことです。

以上の事から、申請人については相続税の納税猶予に関する適格者であると判断いた

しました。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明がありました。つぎに、地元委員からの補足説明をお願いします。

この案件は大里地区ですので菊島委員よりお願いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   この方は前々から、耕作をしていたということで、田植えの後や、農機具を見せて

いただきました。一通り農機具も揃っており、今後も農業を続けていける状況です。

何ら問題はないと思います。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

 皆様の方からご意見やご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

特別無いようですので、採決をいたします。 

それでは、議案第 7 号、納税猶予に関する適格者証明に賛成の方は、挙手をお願い

します。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので決定させていただき、この案件につい

て納税猶予に関する適格者証明書の交付をして参ります。 
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次に議案第 8 号、令和 2 年度山梨県農業行政施策に関する意見書について審議いた

します。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（牧野係長） 

   それでは、令和 2 年度山梨県農業行政施策に関する意見書ということで、説明させ

ていただきます。議案書 39 ページをご覧ください。今年度の意見書に対しましては、

農地の有効利用対策について、担い手の育成・確保及び農業経営支援対策について、

それ以外の対策についての 3 つの大きな柱で意見書を出したいと考えております。そ

れでは、朗読させていただきます。 

≪ 『令和 2年度山梨県農業行政施策に関する意見書』 朗読 ≫ 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終りました。この意見書は、5月のブロック会議で出た意見につい

て集約したものです。県への意見と市への意見を分け、6月の総会では県への意見書を、

7月の総会では市への意見書について事務局でまとめ、説明があるということでした。 

この県への農業行政施策に関する意見書について、県へ出してもいいか、皆様のご

意見の意が反映されているか確認していただき、ご了解いただければありがたいと思

います。いかがでしょうか。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

おおむね、皆様の意向は反映されていますでしょうか。 

もし、何かありましたら事務局へ言っていただければと思います。 

それでは採決させていただきます。県への農業行政施策に関する意見書についてご

賛成の方は、挙手をお願いし増す。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので決定させていただきたいと思います。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

本日予定をしている全ての審議を終了しましたが、皆様の方から、何かありました

らお願いします。 

以上をもちまして 6月定例総会を終了いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

午後 3時 10 分 閉会 
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議事録署名委員                    ㊞ 

 

 

 

 

 

議事録署名委員                    ㊞ 


